
（別紙２） 

 
 

委員の意見 区長が講じた措置の内容 

普段、病院に行かない人の特定健康診査

の受診率をあげることが大事だ。 

特定健康未受診者への受診勧奨ハガキの送付、がん検診

や結核健診との併設実施や休日実施により利便性を高め

ます。また区内広報板へのポスター掲示、会場周辺での

案内ビラの各戸配布や商店街での手渡しを行うなど受診

率の向上に向け、引き続き周知啓発に取り組むとともに、

新たに、港区医師会（9月24日）及び薬剤師会港支部（10

月30日）へ協力依頼を行いました。 

 

この福祉部会に全地域の地域活動協議

会の福祉部会の長が集まる仕組みにす

るとよい。 

平成25年10月からの新たな区政会議の部会において、

部会全体の人数や構成員のバランス等を考慮し、関係団

体の代表や公募委員とともに、新たに 4校下の地域活動

協議会の代表に参画していただくことにしました。 

 


